
　高島市民病院

少子高齢化・人口減少が急速に進行する中、
新型コロナウイルス感染症に対応した新しい生
活様式の確立など、令和４年度は、新型コロナ
ウイルス感染症を克服し、新しい時代へ着実な
歩みが期待される年となります。

また、令和４年度は、高島市総合計画 後期
基本計画の初年度にあたり、計画に位置付けら

市のあるべき姿の実現を目指し、行財
政改革の計画的かつ着実な進捗管理
と、公共施設等の最適化、有効活用を
図る取り組みを推進します。

行政管理課を設置
【総務部】

point
１１

令和７年の滋賀県開催に向けて市内で
実施される競技への対応が本格化する
ことから、国スポ・障スポ大会推進課
の職員を増員し体制強化を図ります。

point
４

国スポ・障スポ大会開催
に向けた執行体制の強化
【教育委員会事務局】

コロナワクチン対策室において、引き
続き国や県と連携し、速やかに市民の
皆さんへのワクチン接種の実施に向け
て取り組みます。

point
２

国道１６１号をはじめとする道路交通基
盤の整備など、国県事業対策課を中心
に関係部署と連携し、国県事業のより
一層の推進を図ります。

point
３３

新型コロナウイルスワ
クチン接種体制を継続
【健康福祉部】

国県事業対策を推進
【都市整備部】

高島市病院事業教 育 委 員 会
☎ (36)0220（代表）
☎ (36)8077（外来予約専用）

●事務局　　☎ (25)8000事務局　　☎ (25)8000
選挙管理委員会選挙管理委員会

監査委員監査委員
●事務局　　☎ (25)8000事務局　　☎ (25)8000

公平委員会公平委員会
●事務局　　☎ (25)8000事務局　　☎ (25)8000

固定資産評価審査委員会固定資産評価審査委員会
●事務局　　☎ (25)8000事務局　　☎ (25)8000

農業委員会農業委員会
●事務局　　☎ (25)8513事務局　　☎ (25)8513

れた施策の着実な推進はもとより、社会情勢の
変化や市民ニーズへの的確・迅速な対応を図る
ため、部局間連携の強化はもちろん、市民や地
域との連携も意識しながら、「期待される効果
を最小限の経費」で実現できるよう、必要な体
制整備を図りました。

●診　療　部診　療　部
●医療技術部医療技術部
●看　護　部看　護　部
●地域医療支援部地域医療支援部
　・地域医療連携室　　・地域医療連携室　
　・入退院支援室　・入退院支援室
　・患者相談支援室　・患者相談支援室
●医療安全部医療安全部
　・医療安全推進室　・医療安全推進室
●感染防止対策部感染防止対策部
　・感染防止対策室　・感染防止対策室
●事務部事務部
　・経営統括課　・経営統括課
　・病院総務課　・病院総務課
　・医　事　課　・医　事　課
　・健　診　室　・健　診　室

　　　　　　教育委員会事務局
　　　　教育総務部
　　　　●教育総務課教育総務課　　　　　☎ (25)8558　☎ (25)8558
　　　　●社会教育課社会教育課　　　　　　☎ (25)8561☎ (25)8561
　　　・　　　・地域教育連携室地域教育連携室  ☎ (25)8565☎ (25)8565
　　　・マキノ公民館　☎ (27)1131　　　・マキノ公民館　☎ (27)1131
　　　・今津公民館　　☎ (22)2249　　　・今津公民館　　☎ (22)2249
　　　・朽木公民館　　☎ (38)2324　　　・朽木公民館　　☎ (38)2324
　　　・安曇川公民館　☎ (32)0003　　　・安曇川公民館　☎ (32)0003
　　　・高島公民館　　☎ (36)0219　　　・高島公民館　　☎ (36)0219
　　　・新旭公民館　　☎ (25)5500　　　・新旭公民館　　☎ (25)5500
　　　　●文化財課　　　   ☎ (25)8559文化財課　　　   ☎ (25)8559
　　　・マキノ資料館　 ☎ (27)1484　　　・マキノ資料館　 ☎ (27)1484
　　　・朽木資料館　　☎ (38)2339　　　・朽木資料館　　☎ (38)2339
　　　・　　　・高島歴史民俗資料館高島歴史民俗資料館  ☎ (36)1553  ☎ (36)1553
　　　・　　　・中江藤樹記念館中江藤樹記念館   ☎ (32)0330   ☎ (32)0330
　　　　●市民スポーツ課　 ☎ (25)8560市民スポーツ課　 ☎ (25)8560
　　　　●国スポ・障スポ大会推進課国スポ・障スポ大会推進課
　　　　　　　　　　　☎ (25)8567　　　　　　　　　　　☎ (25)8567
　　　　●図書館図書館
　　　・マキノ図書館　 ☎ (27)0350　　　・マキノ図書館　 ☎ (27)0350
　　　・今津図書館　　☎ (22)3827　　　・今津図書館　　☎ (22)3827
　　　・新旭図書室　　☎ (25)2811　　　・新旭図書室　　☎ (25)2811
　　　・　　　・朽木図書サロン朽木図書サロン　☎ (38)2324　☎ (38)2324
　　　・安曇川図書館　☎ (32)4711　　　・安曇川図書館　☎ (32)4711
　　　・高島図書室　　☎ (36)2160　　　・高島図書室　　☎ (36)2160
　　　　●高島市民会館　　☎ (22)1764高島市民会館　　☎ (22)1764
　　　・藤樹の里文化芸術会館　　　・藤樹の里文化芸術会館
　　　　　　　　　　　☎ (32)2461　　　　　　　　　　　☎ (32)2461
　　　・ガリバーホール ☎ (36)0219　　　・ガリバーホール ☎ (36)0219
　　　　教育指導部
　　　　●学校教育課　　　☎ (25)8562学校教育課　　　☎ (25)8562
　　　・　　　・教育支援センタースマイル教育支援センタースマイル☎（22）5080☎（22）5080
　　　・　　　・教育相談・課題対応室教育相談・課題対応室☎ (25)8557☎ (25)8557
　　　・教育研究所　　☎ (25)8564　　　・教育研究所　　☎ (25)8564
　　　　●学事施設課　　　☎ (25)8563学事施設課　　　☎ (25)8563
　　　　●学校給食課　　　☎ (32)1716学校給食課　　　☎ (32)1716
　　　・　　　・マキノ学校給食センターマキノ学校給食センター　☎ (27)0360　☎ (27)0360
　　　・　　　・今津学校給食センター今津学校給食センター　☎ (22)2091　☎ (22)2091
　　　・　　　・安曇川学校給食センター安曇川学校給食センター　☎ (32)0072　☎ (32)0072
　　　・　　　・新旭学校給食センター新旭学校給食センター　☎ (25)7080　☎ (25)7080
　　　　●小学校小学校
　　　　●中学校中学校

陽光の里　　☎（36）1220
●管理部管理部
　・メディカルチーム　・メディカルチーム
　・ケアチーム　・ケアチーム
　・マネジメントチーム　・マネジメントチーム
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　　●会　計　課　　☎ (25)8118会　計　課　　☎ (25)8118

　　　　   農林水産部
　　●農業政策課　　☎ (25)8511
 　　●農村整備課　　☎ (25)8529
　　●森林水産課　　☎ (25)8512

　　　　   商工観光部
　　●商工振興課　　☎ (25)8514
 　　●観光振興課　　☎ (25)8040

都市整備部
　　●土 木 課　　☎ (25)8570
　　●国県事業対策課　☎ (25)8013
　　●都市政策課　　☎ (25)8571
　　●上下水道課
　　　　　  （水道）　  ☎ (25)8573
　　　　　  （下水道）☎ (25)8574
　　（お客様センター）☎ (25)8576

会計管理者　

　　　　　  消防本部
　　　　●消防総務課　　☎ (22)5401消防総務課　　☎ (22)5401
　　　　●予 防 課予 防 課　　☎ (22)5403　　☎ (22)5403
　　　　●警 防 課警 防 課　　☎ (22)5402　　☎ (22)5402
　　　　●通信指令課　　☎ (22)1234通信指令課　　☎ (22)1234
　　　　●北部消防署　　☎ (22)5404北部消防署　　☎ (22)5404
　　　・朽木分遣所　☎ (38)2100　　　・朽木分遣所　☎ (38)2100
　　　・　　　・マキノ救急分遣所マキノ救急分遣所  ☎ (28)0119  ☎ (28)0119
　　　　●南部消防署　　☎ (32)1212南部消防署　　☎ (32)1212

  　　　　政 策 部
　　●秘　書　課　　☎ (25)8415
　　●企画広報課　　☎ (25)8130
　　●総合戦略課　　☎ (25)8114
　　●情報政策課　　☎ (25)8527
　　危機管理局
　　●防　災　課　　☎ (25)8133
　　●原子力防災対策室　  ☎ (25)8133

　　　　　  総 務 部
　　●総 務 課　　☎ (25)8000
　　●人 事 課　　☎ (25)8525
　　●契約検査課　　☎ (25)8501
　　●税 務 課　　☎ (25)8116
　　●納 税 課　　☎ (25)8522
　　行財政管理局
　　●行政管理課　　☎ (25)8112
　　●財 政 課　　☎ (25)8111
　　

　   　     市民生活部
　　●市民協働課市民協働課　　☎ (25)8526　　☎ (25)8526
　　　・定住推進室　☎ (25)8526　　　・定住推進室　☎ (25)8526
　　　　●市 民 課市 民 課　　☎ (25)8018　　☎ (25)8018
　　　・　　　・消費生活センター消費生活センター☎ (25)8106☎ (25)8106
　　　　●人権施策課　　☎ (25)8524人権施策課　　☎ (25)8524
　　　　●保険年金課　　☎ (25)8137保険年金課　　☎ (25)8137
　　　　●マキノ支所マキノ支所　　☎ (27)1121　　☎ (27)1121
　　　　●今 津 支 所今 津 支 所　　☎ (22)2551　　☎ (22)2551
　　　　●朽 木 支 所朽 木 支 所　　☎ (38)2331　　☎ (38)2331
　　　　●安曇川支所　　☎ (32)1131安曇川支所　　☎ (32)1131
　　　　●高 島 支 所高 島 支 所　　☎ (36)1121　　☎ (36)1121
　　●新旭振興室　　☎ (25)8526新旭振興室　　☎ (25)8526

問 人事課　☎（２５）８５２５

議　　会 　 　  議会事務局　     ☎ (25)8140

市 長 部 局

市の組織

環 境 部
　　●環境政策課　　☎ (25)8123
　　●環境センター建設課
　　　　　　　　　　☎ (25)8104
　　●斎場　　　　　☎ (22)4740
　　●環境センター 　☎ (24)0031
　　●ＭＩＣＳセンター 

　

　　　　   健康福祉部
　　●社会福祉課　　☎ (25)8120
　　　・くらし連携支援室
　　●障がい福祉課　☎ (25)8516
　　●健康推進課　　☎ (25)8078
　　●コロナワクチン対策室   ☎（25）8553
　　●訪問看護ステーション  ☎ (36)8111
　　高齢者支援局
　　●地域包括支援課　☎ (25)8150
　　●長寿介護課　　☎ (25)8029

　　 子ども未来部
　　　　●子育て支援課　☎ (25)8136子育て支援課　☎ (25)8136
　　　・　　　・マキノ東こども園マキノ東こども園 ☎ (28)0001☎ (28)0001
　　　・　　　・マキノ西こども園マキノ西こども園 ☎ (27)0144☎ (27)0144
　　　・　　　・今津東保育園今津東保育園  ☎ (22)2205☎ (22)2205
　　　・　　　・朽木こども園 朽木こども園 ☎ (38)2070☎ (38)2070
　　　・古 賀 保 育 園 ☎ (33)0011　　　・古 賀 保 育 園 ☎ (33)0011
　　　・　　　・高島こども園 高島こども園 ☎ (36)0352☎ (36)0352
　　　・　　　・大師山さくら園大師山さくら園 ☎ (25)8439 ☎ (25)8439
　　　・　　　・静里なのはな園静里なのはな園  ☎ (25)7087☎ (25)7087
　　　・マキノ児童館 ☎ (27)8187　　　・マキノ児童館 ☎ (27)8187
　　　　●児童発達支援センター「エール」児童発達支援センター「エール」
　 　  　　　　　   　 ☎（28）7016　 　  　　　　　   　 ☎（28）7016
　　　　●子ども家庭相談課子ども家庭相談課  ☎ (25)8517☎ (25)8517
　　　　●少年センター・あすくる高島少年センター・あすくる高島  ☎ (25)8556☎ (25)8556

令和４年度 
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問 コロナワクチン対策室　問 コロナワクチン対策室　☎☎（２５）８５５３（２５）８５５３

今津中学校長寿命化改良事業 　昭和 51 年に建築され、老朽化が著しい今津中学
校の長寿命化改良工事を実施し、教育環境の向上を
図ります。５億８４９０万円

農産物等輸出拡大施設整備事業 　農業経営体が行う市内産農産物の輸出に必要な産
地基幹施設の整備に対する支援を行います。７億４９４２万円

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 　高島地域畜産クラスター計画に基づく畜産農家の
施設整備に対する支援を行います。３億７４３５万円

区　　分 補正前の額 補 正 額 補正後の額

一般会計 ３１９億　４４０万円 １３億　６８０万円 ３３２億１１２０万円

特別会計 １２３億７６２４万円 ６８６０万円 １２４億４４８４万円

事業会計 １３１億３７５２万円 ▲１１９万円 １３１億３６３３万円

予算総計 ５７４億１８１６万円 １３億７４２１万円 ５８７億９２３７万円

※１万円未満を四捨五入しています※１万円未満を四捨五入しています●歳入歳出補正予算●歳入歳出補正予算

問 財政課　☎（２５）８１１１問 財政課　☎（２５）８１１１

●主な事業●主な事業

今回の新型コロナワクチン接種は、接種
を受ける努力義務があります。

接種の効果と副反応のリスクを理解した
上で、接種を判断するようにしてください。

12 歳〜 17 歳の方は集団接種会場では
接種できませんので、市内医療機関にご予
約をお願いします。詳しくは、接種券に同
封しているチラシをご確認ください。

接種を受けた後、接種部位の痛み・発熱・
頭痛・体のだるさなどの副反応が見られる
ことがありますが、ほとんどの場合は数日
以内に治まります。

接種後、体調がすぐれない状態が長く続
いてお困りの方はご相談ください。

新型コロナワクチン接種の前後 2 週間
以上の間隔をあける必要があります。予約
の際はご注意ください。

新型コロナウイルスワクチン新型コロナウイルスワクチンのの
接種接種についておについてお知知らせしますらせします

令和３年度３月補正予算が、令和３年度３月補正予算が、
３月議会で可決されました。３月議会で可決されました。
概要は次のとおりです。概要は次のとおりです。

12歳～17歳の追加接種
（３回目）が始まっています

前後に他の予防接種を
受ける場合

副反応について

月 補正予算の概要月 補正予算の概要令和３年度令和３年度33

新型コロナウイルスワクチン新型コロナウイルスワクチンのの
接種接種についておについてお知知らせしますらせします
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問 市民課　☎（２５）８０１８

問 行政管理課　☎（２５）８１１２

1010月月１１日日

交付分から交付分から

※コンビニ交付サービスを利用できるものがありま
す。上記の「改定後コンビニ交付手数料」の欄を
ご覧ください。

※コンビニ交付サービスには注意事項（利用可※コンビニ交付サービスには注意事項（利用可
能時間帯など）があります。詳しくは市の能時間帯など）があります。詳しくは市の
ホームページでご確認ください。ホームページでご確認ください。

証明書の種類
改定前 改定後

窓口・コンビニ
交付手数料

窓口交付
手数料

コンビニ
交付手数料

戸籍証明書
（戸籍謄抄本） 450円 450円 350円
印鑑登録証明書 200円 300円 200円

住民票の写し 200円 300円 200円

戸籍の附票 200円 300円 200円

証明書の種類
改定前 改定後

窓口・コンビニ
交付手数料

窓口交付
手数料

コンビニ
交付手数料

所得証明書
（課税・非課税） 200円 300円 200円

マイナンバーカードを利用して、全国のコ
ンビニエンスストアに設置されたマルチコピ
ー機から、戸籍証明書（戸籍謄抄本）、住民
票の写し、印鑑登録証明書、所得（課税・非
課税）証明書を取得することができます。
市では、４月１日から戸籍証明書のコン
ビニでの発行手数料を、１通４５０円から
３５０円に引き下げました。合わせて、10
月１日から窓口交付手数料を右の表のとおり
改定します。窓口交付と比べて、１００円安
くなりますので、ぜひコンビニ交付をご活用
ください。

市では、行政サービス等の利用にかかる受
益者負担の公平性を確保する観点から、現行
の手数料を見直しました。
市民の皆さんのご理解とご協力をお願いし
ます。

市が提供するサービスは、税金や、その他
の収入で賄われていますが、サービスの種類
によっては、すべての市民の皆さんが対象で
ないものがあります。例えば、特定の証明書
の発行は、利用する一部の方への行政サービ
スです。
このようなサービスは、利用する方に費用
の一部を負担していただくことで、「利用す
る方」と「利用しない方」の負担の公平性が
確保されます。この「利用する方」が負担す
る料金が「手数料」です。今回、右の表の手
数料について料金の見直しを行いました。

戸籍・住民票関係証明書

税関係証明書

改定する手数料一覧表

証明書の交付等にかかる手数料の見直し

各種証明書のコンビニ交付サービスをご活用ください！各種証明書のコンビニ交付サービスをご活用ください！各種証明書のコンビニ交付サービスをご活用ください！各種証明書のコンビニ交付サービスをご活用ください！

証明書の交付などにかかる手数料を改定します証明書の交付などにかかる手数料を改定します証明書の交付などにかかる手数料を改定します証明書の交付などにかかる手数料を改定します

手数料を徴収する事項 手数料
（改定前）

手数料
（改定後）

印鑑登録証の交付 100円 300円
住民票の写し、住民票記載事項証明書、
戸籍の附票の写しの交付※

200円 300円

住民基本台帳の一部の写しの閲覧
印鑑証明書の交付※

被相続人居住用家屋等確認書の交付
市税に関する公簿等の閲覧
市税に関する公簿等の写しの交付
市税に関する証明の交付※

公簿、公文書もしくは図面の閲覧
または照合
公簿、公文書の謄本
または抄本の交付
図面の謄写
納付証明書（水道）の交付
その他の証明書の交付
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問 子育て支援課　☎（２５）８１３６

問 企画広報課　☎（２５）８１３０問 企画広報課　☎（２５）８１３０

対象幼児対象幼児
以下の全ての要件を満たしている幼児が対象と
なります。
▼市内に住所を有し、現に居住している１歳児・

２歳児（平成 31 年４月２日〜令和３年４月１
日生まれの幼児）

▼保育園等に入園していない幼児
▼保育等の必要性の認定を受けていない幼児

支給の内容および方法支給の内容および方法
▼対象幼児１人当たり、月額３０, ０００円
▼毎年度８月、12 月および４月に、それぞれ

の前月分までの４か月分をまとめて申請者の
口座に振り込みます。

　詳しくは、市のホーム

ページをご覧いただくか、

子育て支援課までお問い

合わせください。

支給対象者支給対象者
以下の全ての要件を満たしている方が対象とな
ります。
▼児童手当または特例給付を受けている方
▼市内に対象児童と同じ住民登録を有し、現に

居住している方
▼父母ともに対象幼児に係る育児休業を取得し、

職場復帰を前提として育児休業給付金、その
他それらに類する給付金を受給していない方

▼生活保護の受給者ではない方
▼支給対象者および同一世帯に市税の滞納がない方

市では、幼児を日中家庭で保育する保護者等に
対し、給付金を支給します。

支給要件については、次のとおりです。受給で
きる可能性がある方へは申請書を送付しています
ので、確認をお願いします。

チ
ェ
ッ
ク
し
て
み
て
ね
！

おうちでの子育てを支援します！おうちでの子育てを支援します！

３月 23 日（水）、リゾートトラスト株式会社は、
安曇川町下小川地先に建設される完全会員制リゾ
ートホテル「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネ
チアンモダンリゾート」の会員権販売を開始され、
令和６年 10 月（予定）の開業に向けて、事業に
着手されました。

平成 27 年に「高島市とリゾートトラスト株式平成 27 年に「高島市とリゾートトラスト株式
会社との会員制リゾートホテル事業の展開に関す会社との会員制リゾートホテル事業の展開に関す
る協定書」を締結し、平成 28 年２月に市企業誘る協定書」を締結し、平成 28 年２月に市企業誘
致条例に基づく適用企業に指定しています。致条例に基づく適用企業に指定しています。

市では、ホテル事業の展開による本市のブラン市では、ホテル事業の展開による本市のブラン
ド力向上や、雇用増進はもとより地元食材の供給ド力向上や、雇用増進はもとより地元食材の供給
など地域活性化に期待を寄せているところであなど地域活性化に期待を寄せているところであ
り、今後も企業誘致条例に基づく支援など相互のり、今後も企業誘致条例に基づく支援など相互の
連携を図っていきます。連携を図っていきます。

画像は完成予想図（イメージ）であり、リゾートトラスト株式会社のホームページから抜粋し掲載しています。

↑事業概要
　等はコチ
　ラから

広大な水盤と琵琶湖が一体となった、広大な水盤と琵琶湖が一体となった、
水の宮殿のようなリゾートが本市の湖畔に誕生します！水の宮殿のようなリゾートが本市の湖畔に誕生します！
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対象者と助成額対象者と助成額

①市民税非課税世帯で要介護４、５相当の方
　　　　　　　　　　　……　月額５，０００円
②３歳以上 20 歳未満で障害者手帳の交付を受けて

いる方　　　　　　　……　月額５，０００円
③市民税非課税世帯で要支援１〜要介護３相当の方

および②以外の障害者手帳の交付を受けている方
　　　　　　　　　　……　月額３，０００円

助成券で購入できる介護用品助成券で購入できる介護用品

　介護用紙おむつ、尿とりパット、清拭剤、ドラ
イシャンプー、おしり拭き、介護シーツ、使い捨
て手袋、リハビリパンツ
※助成券は、市内の協力店でのみ使用できます。

申請の方法申請の方法
　民生委員や市保健師、居宅介護支援事業所な
どで確認を受けて、長寿介護課、障がい福祉課、
各支所で申請してください。

市民税課税状況は、４月〜６月の申請は令和３年度、７月以降の申請は令和４年度の世帯課税
状況で判断します。申請のあった月分から交付対象とします。

対象者対象者　　

　市内にお住まいで、市民税が非課税の世帯の方の
うち、次のいずれかに該当する方
Ⓐ 介護保険要介護・要支援認定者
Ⓑ 75 歳以上で一人暮らしの方
Ⓒ 70 歳以上の方のみの世帯およびこれに準じる世

帯で生活する 75 歳以上の方
Ⓓ▼身体障害者手帳所持者のうち肢体不自由１級・

２級、視覚障がい１級・２級、呼吸器機能障が
い１級の方

　▼療育手帳所持者のうちＡ１・Ａ２判定の方
Ⓔ▼身体障害者手帳所持者のうち１級・２級（上記

Ⓓに該当する方以外）の方または肢体不自由３
級の方

　▼精神障害者保健福祉手帳所持者のうち１級・２
級の方

問 ①③・ⒶⒷⒸに該当する方 ･･･　長寿介護課　　☎（２５）８０２９
　 ②③・ⒹⒺ　に該当する方 ･･･　障がい福祉課　☎（２５）８５１６

助成額など助成額など

《タクシー・バス利用助成券》
　Ⓐ、Ⓑ、ⓒ、Ⓓ、Ⓔの方…　月額１，０００円分

《ガソリン助成券》
　Ⓓの方　…………………　月額１，０００円分
　Ⓔの方　…………………　月額　７５０円分
※Ⓓ、Ⓔの方は「タクシー・バス利用助成券」

または「ガソリン助成券」のどちらかを選択で
きます。

申請の方法申請の方法

▼対象になる方は、長寿介護課、障がい福祉課、
各支所で申請してください。

▼障害者手帳を持っている方は、手帳の提示を
お願いします。

　寝たきりや認知症、心身の障がいなどのため、常
時在宅で介護用品を使用している方に、介護用品の
購入に使える助成券を交付しています。

　介護保険要介護・要支援認定を受けている方や
75歳以上で一人暮らしの方、障害者手帳の交付を
受けている方などの外出を支援するため、タクシー・
バス利用助成券やガソリン助成券を交付しています。

介護用品の助成券を交付しています

タクシー・バス、ガソリンの助成券を交付しています
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